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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア基板をもたないコアレスタイプの配線基板であって、
　一方の面側に最外層として形成され、黒色又は灰色を呈する第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層から露出して形成された第１接続パッドと、
　他方の面側に最外層として形成され、黒色又は灰色を呈する樹脂層の厚み方向の中央部
にガラスクロスが形成された第２絶縁層と、
　前記第２絶縁層から露出して形成された第２接続パッドとを有し、
　前記第２絶縁層に曲面状の側壁面を有する接続ホールが形成され、前記接続ホールの底
部に、表面に凹部が設けられた前記第２接続パッドが露出しており、
　前記接続ホール内の前記樹脂層及びガラスクロスの側壁面と前記第２接続パッドの凹部
の側面とは連続する同一面を構成しており、かつ
　前記第１接続パッドの外面が前記第１絶縁層の外面から露出しており、前記第１接続パ
ッドの側面と前記外面の反対面とが前記第１絶縁層に接していることを特徴とする配線基
板。
【請求項２】
　前記接続ホールの上端の角部が丸みを帯びた面取り部となっていることを特徴とする請
求項１に記載の配線基板。
【請求項３】
　前記第１接続パッド及び前記第２接続パッドのいずれか一方が半導体チップをフリップ
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チップ接続するためのチップ接続用パッドであり、他方が外部接続端子を接続するための
外部接続用パッドであり、
　前記チップ接続用パッドの配列ピッチは前記外部接続用パッドの配列ピッチより狭いこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の配線基板。
【請求項４】
　接続パッドを備えた配線基板の上に、前記接続パッドを被覆する黒色又は灰色を呈する
樹脂層の厚み方向の中央部にガラスクロスが形成された絶縁層を形成する工程と、
　前記接続パッドの上に開口部が配置されたレジストを前記絶縁層の上に形成する工程と
、
　ウェットブラスト法によって、前記レジストの開口部を通して前記絶縁層に、前記接続
パッドに到達する接続ホールを形成する工程とを有し、
　前記接続ホールを形成する工程において、前記接続ホールの底部の前記接続パッドに凹
部が形成され、かつ
　前記接続ホール内の前記樹脂層及びガラスクロスの側壁面と前記接続パッドの凹部の側
面とが連続する同一面となって形成されることを特徴とする配線基板の製造方法。
【請求項５】
　前記接続パッドを備えた配線基板は、
　支持体の上に下側接続パッドを形成する工程と、
　前記下側接続パッドの上に黒色又は灰色を呈する下側絶縁層を形成する工程と、
　前記下側絶縁層を加工して前記下側接続パッドに到達するビアホールを形成する工程と
、
　前記ビアホールを介して前記下側接続パッドに接続され、最上層として前記接続パッド
を含むｎ層（ｎは１以上の整数）の配線層を前記下側絶縁層の上に形成する工程とを含む
方法から得られ、
　前記接続ホールを形成する工程の後に、前記支持体を除去する工程をさらに有すること
を特徴とする請求項４に記載の配線基板の製造方法。
【請求項６】
　両面側の前記接続パッドのいずれか一方が半導体チップを接続するためのチップ接続用
パッドであり、他方が外部接続端子を接続するための外部接続用パッドであり、前記チッ
プ接続用パッドの配列ピッチは前記外部接続用パッドの配列ピッチより狭く設定されるこ
とを特徴とする請求項５に記載の配線基板の製造方法。
【請求項７】
　前記接続ホールを形成する工程の後に、
　前記レジストを除去する工程と、
　前記絶縁層の表面及び前記接続ホール内をウエストブラスト法で研削することにより、
前記接続ホールの上端の角部を丸みを帯びた面取り部とする工程とを有することを特徴と
する請求項４に記載の配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は配線基板及びその製造方法に係り、さらに詳しくは、両面側に接続パッドとそ
れを露出させるように設けられた絶縁層とをそれぞれ備えた配線基板及びその製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップを実装するための多層配線基板がある。多層配線基板では、一方の
面に半導体チップを実装するためのチップ接続用パッドが設けられ、他方の面に外部接続
端子を接続するための外部接続用パッドが設けられている。
【０００３】
　特許文献１には、絶縁基板の表面に接続端子を接合するためのパッドが設けられたプリ
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ント配線板において、絶縁基板の表面に接続パッドの外周部を含めて黒色のソルダレジス
トで被覆することにより、電子部品からの熱を効率よく放熱させることが記載されている
。
【０００４】
　特許文献２には、プリント配線板などに使用されるソルダレジストにおいて、優れた耐
熱性と反りの少ないソルダレジストを採用する際に、解像性を上げるためには露光量を増
やす必要がある白色又は黒色のソルダレジストを併用することが有効であることが記載さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１７１０５０号公報
【特許文献２】特開２００８－２５７０４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　後述するように、関連技術の配線基板では、配線基板の最外には接続パッドが露出する
ようにしてソルダレジストが形成されており、一般的にソルダレジストは緑系の色を呈し
ている。配線基板の接続パッドには半導体チップがはんだ付けによってフリップチップ接
続される。
【０００７】
　関連技術の配線基板では、半導体チップをフリップチップ接続する時などの加熱処理に
よってソルダレジストが酸化されて茶色に変色しやすい問題がある。ソルダレジストが変
色すると見た目が悪いばかりではなく、その後のアセンブリ工程で画像認識による位置合
わせを行う際に画像のコントラストが悪くなり、位置合わせが困難になる場合がある。
【０００８】
　本発明は以上の課題を鑑みて創作されたものであり、最外層として形成される絶縁層の
加熱処理による変色を防止できる配線基板及びその製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は配線基板に係り、一方の面側に最外層として形成さ
れ、黒色又は灰色を呈する第１絶縁層と、前記第１絶縁層から露出して形成された第１接
続パッドと、他方の面側に最外層として形成され、黒色又は灰色を呈する第２絶縁層と、
前記第２絶縁層から露出して形成された第２接続パッドとを有し、前記第２絶縁層に曲面
状の側壁面を有する接続ホールが形成され、前記接続ホールの底部に前記第２接続パッド
が露出していることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の配線基板では、一方の面側に最外層として黒色又は灰色を呈する第１絶縁層が
形成され、第１絶縁層から第１接続パッドが露出して形成されている。また、他方の面側
に最外層として黒色又は灰色を呈する第２絶縁層が形成され、第２絶縁層から第２接続パ
ッドが露出して形成されている。
【００１１】
　そして、第２絶縁層に曲面状の側壁面を有する接続ホールが形成され、接続ホールの底
部に第２接続パッドが露出している。接続ホールは第２絶縁層がウェットブラスト法によ
って研削されて形成されるため、曲面状の側壁面が得られる。
【００１２】
　コア基板をもたないコアレス配線基板を採用する場合は、第１接続パッドの外面が第１
絶縁層の外面から露出しており、第１接続パッドの側面と外面の反対面とが第１絶縁層に
接している。
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【００１３】
　あるいは、コア基板の両面側に配線層が形成された配線基板を採用する場合は、両面側
の接続パッド上の黒色又は灰色の絶縁層にウェットブラスト法によって接続ホールが形成
されて、両面側の接続パッドが接続ホールからそれぞれ露出している。
【００１４】
　このように、本発明の配線基板では両面側の絶縁層が黒色又は灰色を呈するので、半導
体チップを実装する際などの加熱処理で絶縁層が変色することが防止される。これにより
、半導体チップを実装した後に配線基板の色合いが変化して見た目が悪くなるといった不
具合が解消される。
【００１５】
　さらに、半導体チップを実装した後に各種のアセンブリ工程があり、それらの工程では
位置合わせを行う必要がある。本発明では、黒色又は灰色の絶縁層を使用することから接
続パッド（金パッドや銅パッド）と絶縁層との間で光の反射率が大きく異なるので、位置
合わせマークの画像のコントラストが良好となり、位置合わせを安定して行うことができ
る。
【００１６】
　また、第２接続パッドの上にウェットブラスト法で形成される接続ホールでは、その底
面の第２接続パッドに凹部が設けられ、接続ホールの側壁面と第２接続パッドの凹部の側
面とは連続する同一面を構成する。しかも、ウェットブラスト法を使用することにより、
デスミア処理が不要であるので、接続ホールの底部の接続パッドがエッチングされて食い
込み部が形成されるおそれもない。
【００１７】
　従って、接続ホール内の第２接続パッドに無電解めっきによってニッケル／金めっき層
などのコンタクト層を信頼性よく形成することができる。
【００１８】
　また、上記課題を解決するため、本発明は配線基板の製造方法に係り、接続パッドを備
えた配線基板の上に、前記接続パッドを被覆する黒色又は灰色を呈する絶縁層を形成する
工程と、前記接続パッドの上に開口部が配置されたレジストを前記絶縁層の上に形成する
工程と、ウェットブラスト法によって、前記レジストの開口部を通して前記絶縁層に、前
記接続パッドに到達する接続ホールを形成する工程とを有することを特徴とする。
【００１９】
　本発明の製造方法を使用することにより、上記した配線基板を容易に製造することがで
きる。コアレス配線基板を製造する場合は、仮基板としての支持体の上にビルドアップ配
線が形成された後に、支持体が除去される。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明の配線基板では、最外に設けられる絶縁層の加熱処理によ
る変色を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は関連技術の配線基板の問題点を説明するための断面図である。
【図２】図２（ａ）～（ｄ）は本発明の第1実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その１）である。
【図３】図３（ａ）～（ｄ）は本発明の第1実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その２）である。
【図４】図４（ａ）～（ｃ）は本発明の第1実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その３）である。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は本発明の第1実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図
（その４）である。
【図６】図６（ａ）～（ｃ）は本発明の第1実施形態の配線基板に半導体チップを実装す



(5) JP 5566200 B2 2014.8.6

10

20

30

40

50

る方法を示す断面図である。
【図７】図７（ａ）及び（ｂ）は本発明の第1実施形態の配線基板の製造方法において接
続ホールを形成する際のウェットブラスト法の優位性を説明する断面図である。
【図８】図８は本発明の第1実施形態の変形例の配線基板を示す断面図である。
【図９】図９は本発明の第1実施形態の変形例の配線基板の製造方法において接続ホール
を形成する際のウェットブラスト法の優位性を説明する断面図である。
【図１０】図１０（ａ）～（ｃ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法において
はんだボールを振り込みやすくする接続ホールを得るための製法を示す断面図（その１）
である。
【図１１】図１１（ａ）及び（ｂ）は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法におい
てはんだボールを振り込みやすくする接続ホールを得るための製法を示す断面図（その２
）である。
【図１２】図１２（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２実施形態の配線基板の製造方法を示す
断面図である。
【図１３】図１３は本発明の第２実施形態の変形例の配線基板を示す断面図である。
【図１４】図１４は本発明の第２実施形態の配線基板に半導体チップが実装された様子を
示す断面図である。
【図１５】図１５（ａ）及び（ｂ）は本発明の第２実施形態の配線基板にチップキャパシ
タが実装される様子を示す平面図及び断面図である。
【図１６】図１６（ａ）～（ｄ）は本発明の第３実施形態の配線基板の製造方法を示す断
面図である。
【図１７】図１７は本発明の第３実施形態の配線基板を示す断面図である。
【図１８】図１８は本発明の第３実施形態の配線基板に半導体チップが実装された様子を
示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【００２３】
　（関連技術）
　本発明の実施形態を説明する前に、本発明に関連する関連技術について説明する。図１
は関連技術の配線基板を示す断面図である。
【００２４】
　図１に示すように、関連技術の配線基板１００では、多層配線部２００の両面側に接続
パッドＰをそれぞれ備えており、両面側に接続パッドＰを露出させる開口部３００ａが設
けられたソルダレジスト３００がそれぞれ形成されている。一般的に、ソルダレジスト３
００は緑系の色を呈している。
【００２５】
　そして、半導体チップ４００のバンプ電極４００ａが配線基板１００の接続パッドＰに
はんだ付けによってフリップチップ接続される。このとき、はんだ付けの加熱処理によっ
てソルダレジスト３００が酸化して茶色に変色しやすい問題がある。
【００２６】
　半導体チップ４００が配線基板１００に実装された後にも、半導体チップ４００と配線
基板１００との間に充填されるアンダーフィル樹脂の加熱による硬化などの各種の加熱処
理を行う工程があり、加熱処理を繰り返すにつれて変色が顕著になる傾向がある。
【００２７】
　ソルダレジスト３００が変色すると見た目が悪くなるばかりではなく、その後のアセン
ブリ工程（補強板や放熱板の取り付けなど）で画像認識による位置合わせを行う際に画像
のコントラストが悪くなり、位置合わせが困難になる場合がある。
【００２８】
　本願発明者は以上の問題点について鋭意研究した結果、ソルダレジストの色を黒又は灰
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色の無彩色にすることにより、加熱処理による変色を防止できることを見出した。
【００２９】
　（第１実施の形態）
　図２～図５は本発明の第１実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図、図６は同じく
配線基板に半導体チップを実装する方法を示す断面図である。
【００３０】
　第１実施形態では、コア基板をもたないコアレス配線基板において両面側の絶縁層（ソ
ルダレジスト）の色を黒色又は灰色の無彩色にする形態について製造方法を参照しながら
説明する。
【００３１】
　図２（ａ）に示すように、まず、銅（Ｃｕ）などの金属板又は金属箔からなる支持体５
を用意する。支持体５は仮の基板であり、支持体５の上にビルドアップ配線が形成された
後に除去される。
【００３２】
　次いで、図２（ｂ）に示すように、支持体５の上に、チップ接続用パッドが配置される
部分に開口部６ａが設けられためっきレジスト６を形成する。さらに、図２（ｃ）に示す
ように、支持体５をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、めっきレジスト６の開
口部６ａ内の支持体５の上に金（Ａｕ）層１０ａ及びニッケル（Ｎｉ）層１０ｂを順に形
成する。その後に、めっきレジスト６が除去される。
【００３３】
　これにより、図２（ｄ）に示すように、Ａｕ層１０ａ及びＮｉ層１０ｂから構成される
チップ接続用パッドＰ１（第１接続パッド（又は下側接続パッド））が支持体５の上に形
成される。
【００３４】
　あるいは、支持体５上に下から順に、金（Ａｕ）層／ニッケル（Ｎｉ）層／銅（Ｃｕ）
層、金（Ａｕ）層／パラジウム（Ｐｄ）層／ニッケル（Ｎｉ）層、又は金（Ａｕ）層／パ
ラジウム（Ｐｄ）層／ニッケル（Ｎｉ）層／銅（Ｃｕ）層などの各種の積層膜を形成して
、チップ接続用パッドＰ１としてもよい。
【００３５】
　又は、チップ接続用パッドＰ１として、支持体５上に下から順に、ニッケル（Ｎｉ）層
（犠牲層）／銅（Ｃｕ）層を形成してもよい。この場合は、後述するように支持体５を除
去した後に、ニッケル（Ｎｉ）層（犠牲層）がニッケルを選択的にエッチングできるエッ
チング液で除去され、チップ接続用パッドＰ１が銅（Ｃｕ）層のみから形成される。
【００３６】
　チップ接続用パッドＰ１は半導体チップが接続される電極であり、例えば、平面視して
円形に形成され、その径は５０～１００μｍであり、その配列ピッチは９０～１５０μｍ
に設定される。
【００３７】
　次いで、図３（ａ）に示すように、支持体５の上にチップ接続用パッドＰ１を被覆する
第１黒色絶縁層２０（黒色又は灰色を呈する下側絶縁層）を形成する。第１黒色絶縁層２
０を例示するが、灰色もしくは黒に近い灰色などでもよく、灰色～黒色の間の無彩色を呈
する絶縁層を形成すればよい。第１黒色絶縁層２０はソルダレジストとして機能する。
【００３８】
　黒色又は灰色の無彩色の絶縁層としては、波長が３８０～７８０ｎｍの可視光線の光吸
収率が６０％以上（好適には７０％以上）から１００％のものが使用される。
【００３９】
　光吸収率が６０％以上から７０％未満で灰色（又は暗灰色）に視認され、光吸収率が７
０％以上で黒色に視認される。
【００４０】
　黒色又は灰色の絶縁層は、エポキシやポリイミドなどの樹脂に以下の顔料のいずれか又
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はそれらを組わせた顔料を含有させることにより得られる。そのような顔料としては、カ
ーボンブラック系、黒鉛系、酸化鉄系、アンスラキノン系、酸化コバルト系、酸化銅系、
マンガン系、酸化アンチモン系、酸化ニッケル系、又はペリレン系などがある。
【００４１】
　樹脂中への顔料の含有量は、０．０１～２０質量％、好適には０．１～１０質量％であ
る。
【００４２】
　第１黒色絶縁層２０は、例えば、エポキシやポリイミドなどの熱硬化性樹脂に黒色の顔
料を含有させた樹脂フィルムを積層し、真空プレス装置などで加熱・加圧することにより
得られる。あるいは、黒色の顔料を含有させたエポキシやポリイミドなどの液状の熱硬化
性樹脂を塗布し、加熱によって硬化させてもよい。
【００４３】
　第１黒色絶縁層２０は光を吸収しやすい特性を有するため、フォトリソグラフィで精度
よくホールパターンを形成することは困難な場合が多い。このため、第１黒色絶縁層２０
は非感光性の樹脂から形成され、開口部を形成する際は、レーザやウェットブラスト法に
よって加工される。
【００４４】
　次いで、図３（ｂ）に示すように、第１黒色絶縁層２０をレーザで加工することにより
、チップ接続用パッドＰ１に到達する第１ビアホールＶＨ１を形成する。続いて、図３（
ｃ）に示すように、第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介してチップ接続用パッドＰ１
に接続される第１配線層３０を第１黒色絶縁層２０の上に形成する。
【００４５】
　第１配線層３０は例えばセミアディティブ法によって形成される。詳しく説明すると、
まず、第１黒色絶縁層２０上及び第１ビアホールＶＨ１内に銅などからなるシード層（不
図示）を無電解めっきやスパッタ法により形成する。続いて、シード層の上に、第１配線
層３０が配置される部分に開口部が設けられためっきレジスト（不図示）を形成する。
【００４６】
　さらに、シード層をめっき給電経路に利用する電解めっきにより、めっきレジストの開
口部に銅などの金属パターン層（不図示）を形成する。次いで、めっきレジストを除去し
た後に、金属パターン層をマスクにしてシード層をエッチングすることにより、シード層
及び金属パターン層により構成される第１配線層３０が得られる。
【００４７】
　次いで、図３（ｄ）に示すように、第１配線層３０の上に第１層間絶縁層２２を形成し
た後に、第１層間絶縁層２２をレーザで加工することにより第１配線層３０に到達する第
２ビアホールＶＨ２を形成する。第１層間絶縁層２２は黒色又は灰色に着色されている必
要はなく、通常のエポキシ樹脂又はポリイミド樹脂などから形成される。
【００４８】
　さらに、第１配線層３０の形成方法と同様な方法により、第２ビアホールＶＨ２（ビア
導体）を介して第１配線層３０に接続される第２配線層３２を第１層間絶縁層２２の上に
形成する。
【００４９】
　続いて、図４（ａ）に示すように、第２配線層３２の上に第２層間絶縁層２４を形成し
た後に、第２層間絶縁層２４をレーザで加工することにより第２配線層３２に到達する第
３ビアホールＶＨ３を形成する。第２層間絶縁層２４は、第１層間絶縁層２２と同様に、
黒色又は灰色に着色されている必要はなく、通常のエポキシ樹脂又はポリイミド樹脂など
から形成される。
【００５０】
　上記した第１層間絶縁層２２及び第２層間絶縁層２４は、樹脂フィルムを積層し、真空
プレス装置などで加熱・加圧することによって形成される。
【００５１】
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　さらに、第１配線層３０の形成方法と同様な方法により、第３ビアホールＶＨ３（ビア
導体）を介して第２配線層３２に接続される外部接続用パッドＰ２（第２接続パッド）を
第３配線層として第２層間絶縁層２４の上に形成する。外部接続用パッドＰ２は各第３ビ
アホールＶＨ３の上に島状に配置されていてもよいし、あるいは第３ビアホールＶＨ３か
ら外側に延在する配線の一端に繋がっていてもよい。
【００５２】
　外部接続用パッドＰ２は外部接続端子が接続される電極であり、例えば、平面視して円
形に形成され、その径は３５０～５５０μｍであり、その配列ピッチは６００～９００μ
ｍに設定される。このようにして、チップ接続用パッドＰ１の比較的狭いピッチが、実装
基板（マザーボードなど）の接続部に対応するように外部接続用パッドＰ２の比較的広い
ピッチに第１、第２配線層３０，３２を介してピッチ変換される。
【００５３】
　以上により、第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介してチップ接続用パッドＰ１に接
続されて、最上層として外部接続用パッドＰ２（第２接続パッド）を含むビルドアップ配
線が第１黒色絶縁層２０の上に形成される。
【００５４】
　本実施形態では、チップ接続用パッドＰ１の上に３層（第１、第２配線層３０，３２、
外部接続用パッドＰ２）のビルドアップ配線を形成しているが、ｎ層（ｎは１以上の整数
）で任意の積層数で形成することができる。
【００５５】
　次いで、図４（ｂ）に示すように、第２層間絶縁層２４の上に外部接続用パッドＰ２を
被覆する第２黒色絶縁層２６を形成する。第２黒色絶縁層２６は、前述した第１黒色絶縁
層２０の形成方法と同様な方法で形成され、黒色以外に灰色であってもよい。
【００５６】
　続いて、図４（ｃ）に示すように、第２黒色絶縁層２６の上に、外部接続用パッドＰ２
の上に開口部２８ａが設けられたドライフィルムレジストなどのレジスト２８を形成する
。
【００５７】
　さらに、図５（ａ）に示すように、ウェットブラスト法により、レジスト２８の開口部
２８ａを通して第２黒色絶縁層２６を研削して除去することにより、外部接続用パッドＰ
２に到達する接続ホールＣＨ（開口部）を形成する。接続ホールＣＨは、平面視して円形
の開口部として形成される。
【００５８】
　ウェットブラスト処理では、アルミナ砥粒やシリカ砥粒からなる研磨剤を水などの溶媒
に分散させ、対象物（黒色絶縁層）に高圧で噴射して研削が行われる。例えば、粒径が５
～２０μｍのアルミナ砥粒やシリカ砥粒の研磨剤を１４ｖｏｌ％程度の濃度で水に分散さ
せ、０．２５ＭＰａ程度の圧力で対象物（黒色絶縁層）に噴射して研削が行われる。
【００５９】
　その後に、図５（ｂ）に示すように、レジスト２８が除去される。さらに、必要に応じ
て、接続ホールＣＨ内の外部接続用パッドＰ２に無電解めっきによってＮｉ層／Ａｕ層を
順に形成するなどしてコンタクト層（不図示）を形成する。コンタクト層として、下から
順に、ニッケル（Ｎｉ）層／パラジウム（Ｐｄ）層／金（Ａｕ）層を積層して形成しても
よく、めっきによって形成される各種の積層膜を採用してもよい。
【００６０】
　次いで、図５（ｃ）に示すように、図５（ｂ）の構造体から支持体５をウェットエッチ
ングにより除去する。支持体５が銅からなる場合は、塩化第二銅水溶液などの銅のエッチ
ャントが使用される。
【００６１】
　支持体５は、チップ接続用パッドＰ１（最下がＡｕ層１０ａ）及び第１黒色絶縁層２０
に対して選択的にエッチングされて除去される。
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【００６２】
　以上により、第１実施形態の配線基板１が得られる。図５（ｃ）に示すように、第１実
施形態の配線基板１では、最下の第１黒色絶縁層２０にチップ接続用パッドＰ１（第１接
続パッド）が埋設されており、チップ接続用パッドＰ１の外面と第１黒色絶縁層２０の外
面とが同一面を構成している。
【００６３】
　チップ接続用パッドＰ１上の第１黒色絶縁層２０には第１ビアホールＶＨ１が形成され
ており、第１黒色絶縁層２０の上には第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介してチップ
接続用パッドＰ１に接続される第１配線層３０が形成されている。
【００６４】
　第１配線層３０の上にはその接続部上に第２ビアホールＶＨ２が設けられた第１層間絶
縁層２２が形成されている。第１層間絶縁層２２の上には第２ビアホールＶＨ２（ビア導
体）を介して第１配線層３０に接続される第２配線層３２が形成されている。
【００６５】
　第２配線層３２の上にはその接続部上に第３ビアホールＶＨ３が設けられた第２層間絶
縁層２４が形成されている。第２層間絶縁層２４の上には第３ビアホールＶＨ３（ビア導
体）を介して第２配線層３２に接続される外部接続用パッドＰ２（第２接続パッド）が形
成されている
　さらに、第２層間絶縁層２４の上には外部接続用パッドＰ２の上に接続ホールＣＨが設
けられた第２黒色絶縁層２６が形成されている。
【００６６】
　第１実施形態の配線基板１は、コア基板をもたないコアレス配線基板であり、チップ接
続用パッドＰ１に３層のビルドアップ配線（第１、第２配線層３０，３２、外部接続用パ
ッドＰ２）が接続されている。両面側の各最外にはソルダレジストとして第１黒色絶縁層
２０及び第２黒色絶縁層２６がそれぞれ形成されている。
【００６７】
　チップ接続用パッドＰ１は、その外面が第１黒色絶縁層２０の外面と同一面を構成する
ことで第１黒色絶縁層２０から露出している。チップ接続用パッドＰ１の側面とビア接続
面とが第１黒色絶縁層２０に接し、外面（ビア接続面と反対面）が第１黒色絶縁層２０か
ら露出している。
【００６８】
　あるいは、前述したように、図２（ｃ）の工程で、チップ接続用パッドＰ１としてニッ
ケル（Ｎｉ）層（犠牲層）／銅（Ｃｕ）層を形成し、支持体５を除去した後に、ニッケル
層（犠牲層）を除去する場合は、チップ接続用パッドＰ１が銅層のみから形成される。
【００６９】
　この場合は、チップ接続用パッドＰ１の外面が第１黒色絶縁層２０の外面から凹んだ位
置に配置される。つまり、第１黒色絶縁層２０に形成された凹部の底部にチップ接続用パ
ッドＰ１が配置される。
【００７０】
　この場合においても、チップ接続用パッドＰ１の側面とビア接続面とが第１黒色絶縁層
２０に接し、外面（ビア接続面と反対面）が第１黒色絶縁層２０から露出した状態となる
。
【００７１】
　また、外部接続用パッドＰ２の上には、ウェットブラスト法によって第２黒色絶縁層２
６に形成された接続ホールＣＨが配置されている。外部接続用パッドＰ２の周縁部は第２
黒色絶縁層２６で被覆されており、外部接続用パッドＰ２の中央部が接続ホールＣＨから
露出している。
【００７２】
　また、第１黒色絶縁層２０及び第１、第２層間絶縁層２２，２４に形成された第１～第
３ビアホールＶＨ１，ＶＨ２，ＶＨ３は、第２黒色絶縁層２６側に開口されている。これ
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に加えて、第１～第３ビアホールＶＨ１，ＶＨ２，ＶＨ３は、チップ接続用パッドＰ１及
び第１、第２配線層３０，３２の表面によって底面が構成され、先端の開口面積が底面面
積より大きい円錐台状の凹部となって形成されている。そして、第１～第３ビアホールＶ
Ｈ１，ＶＨ２，ＶＨ３の中にビア導体が形成（充填）されている。
【００７３】
　なお、接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッドＰ２）が黒色絶縁層
２０，２６から露出していることは、各接続パッドの表面が黒色絶縁層２０，２６で被覆
されていないことを意味する。従って、接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接
続用パッドＰ２）が半導体チップや外部接続端子で覆われている構造も含む。
【００７４】
　また、本実施形態では、両面側の最外の絶縁層のみを黒色又は灰色にしたが、内部の絶
縁層（図５（ｃ）では第１、第２層間絶縁層２２，２４）においても同様に黒色又は灰色
の絶縁層にしてもよい。つまり、配線基板の絶縁層の全層が黒色又は灰色を呈するように
してもよい。
【００７５】
　次に、第１実施形態の配線基板１に半導体チップを実装する方法について説明する。
【００７６】
　図６（ａ）に示すように、図５（ｃ）の配線基板１を上下反転させてチップ接続用パッ
ドＰ１を上側に向けた状態とする。
【００７７】
　次いで、図６（ｂ）に示すように、配線基板１のチップ接続用パッドＰ１の上にはんだ
３６を塗布する。さらに、半導体チップ４０の接続電極４０ａを配線基板１のチップ接続
用パッドＰ１上のはんだ３６に配置し、２３０～２７０℃の温度でリフロー加熱してはん
だ付けを行う。
【００７８】
　これにより、図６（ｃ）に示すように、半導体チップ４０がバンプ電極４２によって配
線基板１のチップ接続用パッドＰ１にフリップチップ接続される。その後に、半導体チッ
プ４０の下側の隙間にアンダーフィル樹脂４４が充填される。これにより、半導体パッケ
ージが構成される。
【００７９】
　ＢＧＡ型の半導体パッケージを構成する場合は、半導体チップ４０を実装する前又は後
に、外部接続用パッドＰ２に外部接続端子としてはんだボールが接続される。また、ＰＧ
Ａ型パッケージを構成する場合は、半導体チップ４０を実装する前又は後に、外部接続用
パッドＰ２に外部接続端子として接続ピンが接続される。あるいは、ＬＧＡ型パッケージ
を構成する場合は、外部接続用パッドＰ２自体が外部接続端子として使用される。
【００８０】
　また、半導体チップ４０を実装する前に、チップキャパシタを配線基板１に実装しても
よい。この場合は、配線基板１にチップ接続用パッドＰ１又は外部接続用パッドＰ２を形
成する際に、それらと同一層からなるチップキャパシタ搭載用のキャパシタ接続用パッド
が形成される。
【００８１】
　本願発明者は、灰色～黒色の絶縁層を実際に２６０℃程度の温度で加熱処理して色が変
化するかどうか目視検査を行った。その結果によれば、加熱処理を１０回繰り返しても灰
色～黒色の絶縁層の色はほとんど変化しなかった。このように、灰色～黒色の絶縁層は加
熱処理によって酸化するとしても変色しにくい特性がある。
【００８２】
　従って、上記した図６（ｂ）及び（ｃ）において、配線基板１に半導体チップ４０をフ
リップチップ接続する工程で配線基板１が加熱されるとしても、両面側の第１、第２黒色
絶縁層２０，２６の色は黒色のままでほとんど変色しない。また、上記したアンダーフィ
ル樹脂４４を加熱して硬化させる際にも第１、第２黒色絶縁層２０，２６に変色は発生し
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ない。
【００８３】
　これにより、半導体チップ４０を実装した後に配線基板１の色合いが変化して見た目が
悪くなるといった不具合が解消される。しかも、半導体チップ４０を実装した後に、さら
に加熱処理を伴う工程を遂行する場合であっても第１、第２黒色絶縁層２０，２６の色は
ほとんど変化しないことが分かる。
【００８４】
　また、半導体チップ４０を実装した後に、位置合わせを必要とするアセンブリ工程（補
強板や放熱板を取り付ける工程など）が行われる場合が多い。位置合わせは、配線基板１
に形成された位置合わせマークを画像認識することに基づいて行われる。位置合わせマー
クは接続ホールＣＨと大きさは異なる場合があるが同一の構造である。
【００８５】
　このとき、本実施形態と違って、ソルダレジストが茶色に変色していると画像のコント
ラストが悪くなり、位置合わせが困難になる場合がある。
【００８６】
　本実施形態では、ソルダレジストとして黒色絶縁層を使用することから接続パッド（金
パッドや銅パッド）と黒色絶縁層との間で光の反射率が大きく異なるので、位置合わせマ
ークの画像のコントラストが良好となり、位置合わせを安定して行うことができる。これ
により、補強板や放熱板の取り付け工程などのアセンブリ工程を安定して遂行することが
できる。
【００８７】
　また、前述した配線基板１の製造工程において、第１、第２黒色絶縁層２０，２６や第
１、第２層間絶縁層２２，２４を積層するたびに、加熱処理が行われる。さらには、第１
、第２配線層３０，３２の形成工程においてもレジスト形成時に加熱処理が行われる。よ
って、特に第１黒色絶縁層２０には複数回の加熱処理が施されることになるが、第１黒色
絶縁層２０に変色は生じない。
【００８８】
　また、チップ接続用パッドＰ１に半導体チップ４０を実装したり、外部接続用パッドＰ
２にはんだボールなどの外部接続端子を接合する際に、画像認識による位置決めが行われ
る。このとき、接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッドＰ２）と黒色
絶縁層２０，２６とのコントラストが良好になり、精度よく安定して位置決めを行うこと
ができる。
【００８９】
　さらには、接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッドＰ２）の表面損
傷や異物付着などの表面状態を検査する際においても、接続パッド（チップ接続用パッド
Ｐ１及び外部接続用パッドＰ２）と黒色絶縁層２０，２６とのコントラストが良好になり
、精度よく安定して検査を行うことができる。
【００９０】
　次に、ウェットブラスト法によって第２黒色絶縁層２６を研削して接続ホールＣＨを形
成する工程（前述した図５（ａ）の工程）についてさらに詳しく説明する。
【００９１】
　一般的に、ソルダレジストに接続ホール（開口部）を形成する方法としては、感光性の
ソルダレジストをフォトリソグラフィでパターン化する方法、又は非感光性のソルダレジ
ストをレーザで加工する方法などがある。
【００９２】
　前述したように、第２黒色絶縁層２６は光を吸収しやすい特性を有するため、感光性樹
脂で黒色絶縁層を形成する場合、フォトリソグラフィで精度よくホールパターンを形成す
ることは困難な場合が多い。
【００９３】
　また、図７（ａ）に示すように、レーザで第２黒色絶縁層２６を加工して接続ホールＣ
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Ｈを形成する場合は、レーザ加工の後に接続ホールＣＨ内に樹脂スミアが発生するので、
過マンガン酸法などのデスミア処理によって樹脂スミアを除去する必要ある。
【００９４】
　このとき、デスミア処理によって接続ホールＣＨの底部の外部接続用パッドＰ２（銅）
が等方的にエッチングされるため、接続ホールＣＨ近傍の第２黒色絶縁層２６の下に食い
込み部Ａが生じる。
【００９５】
　このため、外部接続用パッドＰ２上に無電解めっきによってコンタクト層（Ｎｉ／Ａｕ
層など）を形成する際に、食い込み部Ａにボイドが発生しやすくなるため、外部接続用パ
ッドＰ２に外部接続端子を設ける際に電気接続の信頼性が問題になるおそれがある。
【００９６】
　しかも、デスミア処理によって第２黒色絶縁層２６の表面がエッチングされて凹凸が形
成されてしまう（表面粗さ（Ｒａ）：５００ｎｍ程度）。第２黒色絶縁層２６の表面に凹
凸が形成されると、外部接続用パッドＰ２に無電解めっきによってコンタクト層（Ｎｉ／
Ａｕ層など）を形成する際に、めっきの選択成長が損なわれ、第２黒色絶縁層２６の上に
もめっきが析出する場合がある。
【００９７】
　これに対して、図７（ｂ）に示すように、ウェットブラスト法によって第２黒色絶縁層
２６に接続ホールＣＨを形成すると、第２黒色絶縁層２６の研削が終了した後に、外部接
続用パッドＰ２（銅）が０．４～５μｍ程度除去されて微小な凹部Ｃが設けられる。接続
ホールＣＨの側壁面と外部接続用パッドＰ２の凹部Ｃの側面Ｃｘとは、それらの境界部で
不連続面が形成されることなく、連続した同一面を構成して形成される。
【００９８】
　接続ホールＣＨは、外部接続用パッドＰ２（第２接続パッド）の外周側方向に突出又は
湾曲する曲面状の側壁面を有して形成され、かつ、第２黒色絶縁層２６の外面に開口する
開口部の面積が、底面の面積より大きくなって形成される。接続ホールＣＨの曲面状の側
壁面と外部接続用パッドＰ２の凹部Ｃの曲面状の側面Ｃｘとによって連続した同一の曲面
が構成される。
【００９９】
　また、接続ホールＣＨの側壁面の断面形状は、外部接続用パッドＰ２の外周方向に突出
する円弧状となっている。
【０１００】
　そして、ウェットブラスト法で第２黒色絶縁層２６を除去した後に、水洗を行うだけで
、外部接続用パッドＰ２の表面をクリーンな状態で露出させることができる。
【０１０１】
　つまり、ウェットブラスト法を使用することによりデスミア処理を行う必要がないので
、接続ホールＣＨの底部に外部接続用パッドＰ２の食い込み部Ａが発生するおそれがない
。
【０１０２】
　また、デスミア処理を省略することで、第２黒色絶縁層２６の表面に凹凸が形成されず
平滑な状態（表面粗さ（Ｒａ）：１０～１５０ｎｍ以下）が維持される。このため、外部
接続用パッドＰ２上に無電解めっきによってコンタクト層（Ｎｉ／Ａｕめっき層など）を
形成する際に、めっきの選択成長が損なわれるおそれもない。
【０１０３】
　また、ウェットブラスト法で形成された接続ホールＣＨの側壁面は表面粗さ（Ｒａ）が
１５０～５００ｎｍとなって適度に粗化させるため、はんだ接合する際にはんだが密着性
よく形成される利点もある。
【０１０４】
　このように、ウェットブラスト法を使用することにより接続ホールＣＨの内面を連続面
として形成できると共に、デスミア処理を省略できるので、外部接続用パッドＰ２に食い
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込み部Ａが発生したり、第２黒色絶縁層２６の表面に不要な凹凸が形成されるおそれがな
い。従って、外部接続用パッドＰ２に無電解めっきによってコンタクト層（Ｎｉ／Ａｕめ
っき層など）が信頼性よく形成されるようになる。
【０１０５】
　図８には第１実施形態の変形例の配線基板１ａが示されている。図８に示すように、変
形例の配線基板１ａでは、前述した図５（ｃ）の配線基板１において、第２黒色絶縁層２
６の代わりに、黒色樹脂２７ａの厚み方向の中央部にガラスクロスＧが形成されたガラス
クロス含有黒色絶縁層２７が使用される。
【０１０６】
　ガラスクロス含有黒色絶縁層２７は、ガラスクロスＧに黒色樹脂２７ａを含浸させてプ
リプレグを構成し、プリプレグを外部接続用パッドＰ２上に貼付した後に、加熱処理して
黒色樹脂２７ａを硬化させればよい。
【０１０７】
　ガラスクロス含有黒色絶縁層２７を使用することにより、コア基板をもたない配線基板
１ａの剛性を強化できると共に、配線基板１ａの反りの発生を防止することができる。
【０１０８】
　図８において、第２黒色絶縁層２６の代わりにガラスクロス含有黒色絶縁層２７を使用
すること以外は、前述した図５（ｃ）の配線基板1と同一である。
【０１０９】
　ガラスクロス含有黒色絶縁層２７を使用する場合においても接続ホールＣＨを形成する
際にウェットブラスト法が適している。
【０１１０】
　図９（ａ）にはレーザでガラスクロス含有黒色絶縁層２７を加工して接続ホールＣＨを
形成した様子が示されている。この場合、黒色樹脂２７ａとガラスクロスＧとのレーザで
の加工性の違いから、接続ホールＣＨの側壁面から内側にガラスクロスＧの突出部Ｔが形
成される。また、デスミア処理を行うことでガラスクロスＧの突出が顕著になる。
【０１１１】
　ガラスクロスＧが接続ホールＣＨの側壁面から突出していると、外部接続用パッドＰ２
上に無電解めっきによってコンタクト層（Ｎｉ／Ａｕめっき層など）を形成する際に、接
続ホールＣＨの底部までめっき液が十分に供給されないため、ガラスクロスＧの突出部Ｔ
の下側にめっきが上手く施されなくなる。また、外部接続用パッドＰ２に外部接続端子と
してはんだボールやピン端子を取り付ける際に取り付けが困難になる問題もある。
【０１１２】
　しかしながら、図９（ｂ）に示すように、本実施形態では、ウェットブラスト法を使用
することにより、ガラスクロスＧと黒色樹脂２７ａとを同等に研削して加工することがで
きる。このため、ガラスクロスＧの研削面を黒色樹脂２７ａの研削面と同一面にすること
ができ、接続ホールＣＨ内にガラスクロスＧの突出部Ｔが形成されるおそれはない。
【０１１３】
　従って、ガラスクロス含有黒色絶縁層２７を使用する場合であっても、正常な接続ホー
ルＣＨを容易に形成できるので、外部接続用パッドＰ２に無電解めっきによってコンタク
ト層（Ｎｉ／Ａｕめっき層など）を信頼性よく形成することができる。
【０１１４】
　次に、前述した本実施形態の配線基板１，１ａにおいて、外部接続端子となるはんだボ
ールやリードピンを接続ホールＣＨに振込治具を使用して振り込む際に有利な構造を形成
する方法について説明する。
【０１１５】
　図１０（ａ）に示すように、まず、前述した図５（ａ）で説明したように、ウェットブ
ラスト法によってレジスト２８の開口部２８ａを通して第２黒色絶縁層２６を研削するこ
とにより、外部接続用パッドＰ２に到達する接続ホールＣＨを形成する（１回目のウェッ
トブラスト処理）。その後に、図１０（ｂ）に示すように、レジスト２８を除去する。
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【０１１６】
　さらに、図１０（ｃ）に示すように、第２黒色絶縁層２６の表面及び接続ホールＣＨ内
をウェットブラスト法によって研削する（２回目のウェットブラスト処理）。このとき、
第２黒色絶縁層２６の表面が０．５～４μｍ程度で除去される条件に設定される。
【０１１７】
　これにより、接続ホールＣＨの上端の角部が丸みを帯びた形状に加工されて面取り部２
６ａ（Ｒ面とも呼ばれる）となる。
【０１１８】
　図１１（ａ）及び（ｂ）に示すように、接続ホールＣＨの上部の角部を面取り部２６ａ
とすることにより、振込治具（不図示）からはんだボール２９を接続ホールＣＨに振り込
む際に、多少位置ずれが生じた場合であっても接続ホールＣＨ内に容易にはんだボール２
９が振り込まれるようになる。また、リードピンを接続ホールＣＨに振り込んで取り付け
る際にも振り込みやすくなる。
【０１１９】
　（第２の実施の形態）
　図１２は本発明の第２実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図である。
【０１２０】
　前述した第１実施形態では、支持体５の上に最初にピッチの狭いチップ接続用パッドＰ
１を形成し、その上にビルドアップ配線を介してピッチの広い外部接続用パッドＰ２を形
成している。第２実施形態では、その逆に、支持体５の上に最初にピッチの広い外部接続
用パッドＰ２を形成し、その上にビルドアップ配線を介してピッチの狭いチップ接続用パ
ッドＰ１を形成する。
【０１２１】
　第２実施形態では、図１２（ａ）に示すように、まず、支持体５の上に第１実施形態と
同様な方法で下から順にＡｕ層１０ａ／Ｎｉ層１０ｂを形成することにより、外部接続用
パッドＰ２（第１接続パッド）を得る。
【０１２２】
　次いで、外部接続用パッドＰ２の上に第１黒色絶縁層２０を形成した後に、第１黒色絶
縁層２０に外部接続用パッドＰ２に到達する第１ビアホールＶＨ１を形成する。
【０１２３】
　続いて、第１実施形態と同様に、第１ビアホールＶＨ１（ビア導体）を介して外部接続
用パッドＰ２に接続される第１配線層３０を第１黒色絶縁層２０の上に形成する。
【０１２４】
　さらに、第１実施形態と同様に、第１層間絶縁層２２の第２ビアホールＶＨ２を介して
第１配線層３０に接続される第２配線層３２を第１層間絶縁層２２の上に形成する。その
後に、第１実施形態と同様に、第２層間絶縁層２４の第３ビアホールＶＨ３を介して第２
配線層３２に接続されるチップ接続用パッドＰ１（第２接続パッド）を第３配線層として
第２層間絶縁層２４の上に形成する。
【０１２５】
　次いで、第１実施形態と同様な方法により、チップ接続用パッドＰ１を被覆する第２黒
色絶縁層２６を形成した後に、レジストの開口部を通してウェットブラスト法によって第
２黒色絶縁層２６を除去する。これにより、チップ接続用パッドＰ１に到達する接続ホー
ルＣＨが得られる。
【０１２６】
　その後に、図１２（ｂ）に示すように、第１実施形態と同様に、支持体５をウェットエ
ッチングによって除去する。
【０１２７】
　これにより、第２実施形態の配線基板２が得られる。第２実施形態の配線基板２では、
実装基板（マザーボードなど）の接続部に対応する外部接続用パッドＰ２の比較的広いピ
ッチが、第１、第２配線層３０，３２を介してチップ接続用パッドＰ１の比較的狭いピッ
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チにピッチ変換される。
【０１２８】
　第２実施形態の配線基板２では、最下の第１黒色絶縁層２０に外部接続用パッドＰ２（
第１接続パッド）が埋設されており、第１黒色絶縁層２０の外面と外部接続用パッドＰ２
の外面とが同一面を構成することで外部接続用パッドＰ２が第１黒色絶縁層２０から露出
している。
【０１２９】
　外部接続用パッドＰ２の側面とビア接続面とが第１黒色絶縁層２０に接し、外面（ビア
接続面と反対面）が第１黒色絶縁層２０から露出している。
【０１３０】
　また、第１黒色絶縁層２０及び第１、第２層間絶縁層２２，２４に形成された第１～第
３ビアホールＶＨ１，ＶＨ２，ＶＨ３は、第２黒色絶縁層２６側に開口されている。これ
に加えて、第１～第３ビアホールＶＨ１，ＶＨ２，ＶＨ３は、外部接続用パッドＰ２及び
第１、第２配線層３０，３２の表面によって底面が構成され、先端の開口面積が底面面積
より大きい円錐台状の凹部となって形成されている。そして、第１～第３ビアホールＶＨ
１，ＶＨ２，ＶＨ３の中にビア導体が形成（充填）されている。
【０１３１】
　また、チップ接続用パッドＰ１（第２接続パッド）上には、ウェットブラスト法によっ
て第２黒色絶縁層２６に形成された接続ホールＣＨが配置されている。チップ接続用パッ
ドＰ１の周縁部は第２黒色絶縁層２６で被覆されおり、チップ接続用パッドＰ１の中央部
が接続ホールＣＨから露出している。
【０１３２】
　第２実施形態においても、チップ接続用パッドＰ１（第２接続パッド）上に配置される
接続ホールＣＨは、第１実施形態の図７（ｂ）で説明した形状と同様に形成される。
【０１３３】
　図１３には第２実施形態の変形例の配線基板２ａが示されている。図１３に示すように
、前述した第１実施形態の変形例の配線基板１ａ（図８）と同様に、図１２（ｂ）の配線
基板２において第１黒色絶縁層２６の代わりに黒色樹脂２７ａの中央部にガラスクロスＧ
が形成されたガラスクロス含有黒色絶縁層２７を使用してもよい。
【０１３４】
　そして、図１４に示すように、図１２（ｂ）の配線基板２のチップ接続用パッドＰ１に
半導体チップ４０がバンプ電極４２によってフリップチップ接続された後に、下側の隙間
にアンダーフィル樹脂４４が充填される。これにより、半導体パッケージが構成される。
【０１３５】
　第２実施形態においても、第１実施形態と同様に、配線基板２が加熱処理される際に、
第１、第２黒色絶縁層２０，２６の変色はほとんど発生しない。これにより、見た目が悪
くなる不具合が解消されると共に、その後のアセンブリ工程での画像認識に基づく位置合
わせを安定して行うことができる。
【０１３６】
　次に、第１、第２実施形態の配線基板１，２（図６（ａ）、図１２（ｂ））をチップキ
ャパシタを実装するための配線基板として使用する際の優位性について説明する。第１実
施形態の配線基板１（図６（ａ））を使用する場合は、外部接続用パッドＰ２と同一層か
ら形成されるキャパシタ接続用パッドＰ２Ｃにチップキャパシタが接続される。
【０１３７】
　また、第２実施形態の配線基板２（図１２（ｂ））を使用する場合は、チップ接続用パ
ッドＰ１と同一層から形成されるキャパシタ接続用パッドＰ１Ｃにチップキャパシタが接
続される。
【０１３８】
　図１５（ａ）の平面図及び断面図に示すように、チップキャパシタを実装するための配
線基板では、両端に接続電極を備えたチップキャパシタに対応するように一対の矩形状の
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キャパシタ接続用パッドＰ１Ｃ又はＰ２Ｃが採用され、第２黒色絶縁層２６に設けられる
接続ホールＣＨはキャパシタ接続用パッドＰ１Ｃ又はＰ２Ｃの上に矩形状に開口される。
例えば、矩形状の接続ホールＣＨの長さＬが１．４ｍｍ程度であり、幅Ｗが０．６５ｍｍ
であり、比較的大きな面積の接続ホールＣＨが必要となる。
【０１３９】
　そして、図１５（ｂ）に示すように、例えば、セラミックからなる直方体のキャパシタ
本体を有し、キャパシタ本体の対向する側面に接続電極７ａを備えたチップキャパシタ７
を用意する。そして、両端の接続電極７ａが一対の接続ホールＣＨの上に配置されるよう
にチップキャパシタ７が配線基板に配置され、はんだ３９によってチップキャパシタ７の
接続電極７ａがキャパシタ接続用パッドＰ１Ｃ又はＰ２Ｃに接続される。
【０１４０】
　本実施形態と違って、レーザで第２黒色絶縁層２６を加工して矩形状の接続ホールＣＨ
を形成する場合は、レーザの光束が円形であることからも一つの矩形状の接続ホールＣＨ
を形成するにあたり少なくとも数回のショットが必要である。従って、加工時間がかなり
長くなって生産効率が低下するため、コスト高を招く問題がある。
【０１４１】
　しかしながら、本実施形態で使用するウェットブラスト法は、研削面積の大小にほとん
ど依存せずに第２黒色絶縁層２６を一括で除去できるので、研削面積の比較的大きな矩形
状の接続ホールＣＨであっても処理時間が増大することなく容易に形成することができる
。
【０１４２】
　（第３の実施の形態）
　図１６及び図１７は本発明の第３実施形態の配線基板の製造方法を示す断面図である。
【０１４３】
　第３実施形態の配線基板はコア基板を有し、コア基板の両面側にビルドアップ配線を形
成し、その両面側の最外にソルダレジストとして黒色絶縁層をそれぞれ形成する。
【０１４４】
　第３実施形態では、図１６（ａ）に示すように、まず、両面側に第１配線層６０がそれ
ぞれ形成されたコア基板５０を用意する。コア基板５０には厚み方向に貫通する貫通電極
５２が設けられており、両面側の第１配線層６０は貫通電極５２を介して相互接続されて
いる。コア基板５０はガラスエポキシ樹脂などの絶縁基板からなる。
【０１４５】
　次いで、図１６（ｂ）に示すように、コア基板５０の両面側に、層間絶縁層７０をそれ
ぞれ形成した後に、第１配線層６０に到達するビアホールＶＨを層間絶縁層７０にそれぞ
れ形成する。さらに、コア基板５０の下面側の層間絶縁層７０の上に、ビアホールＶＨ（
ビア導体）を介して第１配線層６０に接続される外部接続用パッドＰ２（第１接続パッド
）を第２配線層として形成する。
【０１４６】
　　また、コア基板５０の上面側の層間絶縁層７０の上に、ビアホールＶＨ（ビア導体）
を介して第１配線層６０に接続されるチップ接続用パッドＰ１（第２接続パッド）を第２
配線層として形成する。
【０１４７】
　外部接続用パッドＰ２及びチップ接続用パッドＰ１は、各ビアホールＶＨの上に島状に
配置されてもよいし、ビアホールＶＨから外側に延在する配線の一端に繋がっていてもよ
い。
【０１４８】
　続いて、図１６（ｃ）に示すように、コア基板５０の下面側に、外部接続用パッドＰ２
を被覆する第１黒色絶縁層２０を形成する。さらに、コア基板６０の上面側に、チップ接
続用パッドＰ１を被覆する第２黒色絶縁層２６を形成する。
【０１４９】
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　次いで、図１６（ｄ）に示すように、コア基板５０の上面側に、チップ接続用パッドＰ
１上に開口部２８ａが設けられたドライフィルムレジストなどのレジスト２８を形成する
。同様に、コア基板５０の下面側に、外部接続用パッドＰ２上に開口部２８ａが設けられ
たレジスト２８を形成する。
【０１５０】
　次いで、図１７に示すように、コア基板５０の両面側において、ウェットブラスト法に
よってレジスト２８の開口部２８ａを通して第１、第２黒色絶縁層２０，２６をそれぞれ
研削して除去する。その後に、レジスト２８が除去される。
【０１５１】
　これにより、コア基板５０の下面側の第１黒色絶縁層２０に、外部接続用パッドＰ２（
第１接続パッド）に到達する接続ホールＣＨが形成される。また、コア基板６０の上面側
の第２黒色絶縁層２６に、チップ接続用パッドＰ１（第２接続パッド）に到達する接続ホ
ールＣＨが形成される。
【０１５２】
　その後に、必要に応じて、チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッドＰ２に無電解
めっきによりＮｉ層／Ａｕ層を形成するなどしてコンタクト層（不図示）を設ける。
【０１５３】
　これにより、第３実施形態の配線基板３が得られる。
【０１５４】
　第３実施形態の配線基板３では、実装基板（マザーボードなど）の接続部に対応する外
部接続用パッドＰ２の比較的広いピッチが、コア基板５０の両面に形成された第１配線層
６０を介してチップ接続用パッドＰ１の比較的狭いピッチにピッチ変換される。
【０１５５】
　図１７の例では、コア基板５０の両面側に２層の配線層を形成しているが、配線層の積
層数は任意に設定することができる。
【０１５６】
　第３実施形態の配線基板３では、コア基板５０の両面側にビルドアップ配線を形成する
ので、両面側の接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッドＰ２）上の黒
色絶縁層２０，２６に接続ホールＣＨがそれぞれ形成されて両面側の接続パッドが露出す
る。
【０１５７】
　第３実施形態においても、接続パッド（チップ接続用パッドＰ１及び外部接続用パッド
Ｐ２）上にそれぞれ配置される接続ホールＣＨは、第１実施形態の図７（ｂ）で説明した
形状と同様に形成される。
【０１５８】
　そして、図１８に示すように、図１７の配線基板３のチップ接続用パッドＰ１に半導体
チップ４０がバンプ電極４２によってフリップチップ接続された後に、下側の隙間にアン
ダーフィル樹脂４４が充填される。これにより、半導体パッケージが構成される。
【０１５９】
　第３実施形態においても、第１実施形態と同様に、配線基板３が加熱処理される際に、
第１、第２黒色絶縁層２０，２６の変色はほとんど発生しない。これにより、見た目が悪
くなる不具合が解消されると共に、その後のアセンブリ工程での画像認識に基づく位置合
わせを安定して行うことができる。
【符号の説明】
【０１６０】
１，１ａ，２，２ａ，３…配線基板、５…支持体、６…めっきレジスト、６ａ，２８ａ…
開口部、７…チップキャパシタ、７ａ，４０ａ…接続電極、１０ａ…金（Ａｕ層）、１０
ｂ…ニッケル（Ｎｉ）層、２０…第１黒色絶縁層、２７…ガラスクロス含有黒色絶縁層、
２２…第１層間絶縁層、２４…第２層間絶縁層、２６…第２黒色絶縁層、２６ａ…面取り
部、２７ａ…黒色樹脂、２８…レジスト、２９…はんだボール、３０，６０…第１配線層
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、３２…第２配線層、３６，３９…はんだ、４０…半導体チップ、４２…バンプ電極、５
０…コア基板、５２…貫通電極、７０…層間絶縁層、ＶＨ１…第１ビアホール、ＶＨ２…
第２ビアホール、ＶＨ３…第３ビアホール、Ａ…食い込み部、Ｃ…凹部、Ｃｘ…側面、Ｇ
…ガラスクロス、Ｐ１…チップ接続用パッド、Ｐ２…外部接続用パッド、Ｐ１Ｃ，Ｐ２Ｃ
…キャパシタ接続用パッド。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】
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